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古
代
の
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献
の
意
義

―
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
前
期
を
射
程
と
し
て
―

加

瀬

直

弥

は
じ
め
に

　

伊
勢
大
神
宮
が
良
く
知
ら
れ
た
例
だ
が
、
古
代
か
ら
神
社
を
修
造

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
新
し
い
神
宝
が
神
祇
に
奉
ら
れ
て
き
た
。
古

代
の
神
宝
に
つ
い
て
は
、
天
皇
と
の
密
接
な
関
連
性
の
も
と
に
奉
献

さ
れ
た
点
や
、
そ
の
品
目
が
お
お
む
ね
不
変
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
、

以
前
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
（
（

。

　

本
稿
で
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
神
宝
の
奉
献
、
さ
ら
に
は
神
社
を

修
造
す
る
意
義
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
追
求
を
図
り
た
い
。
具

体
的
に
は
、
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献
と
の
関
係
を
解
き
、
そ
の
上
で
、

こ
れ
ら
の
営
み
に
対
す
る
朝
廷
の
基
本
的
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
春
日
祭
祝
詞
か
ら
見
る
神
社
修
造
と
神
宝
の
意
義

（
い
）
春
日
祭
に
お
け
る
祝
詞
と
祭
料
と
の
関
係

　

神
宝
の
類
と
社
殿
作
り
と
の
関
係
を
解
く
鍵
と
な
る
の
は
、
次
に

一
部
を
示
す
『
延
喜
式
』
祝
詞
所
載
の
春
日
祭
祝
詞
（
（
（

で
あ
る
と
考
え

る
。
こ
の
祝
詞
の
表
現
に
つ
い
て
は
以
前
の
研
究
で
も
簡
単
に
触
れ

た
が
、
本
稿
で
は
よ
り
詳
し
く
分
析
す
る
。

天
皇
我
大
命
尓
坐
世
、
恐
岐
鹿
島
坐
健
御
賀
豆
智
命
、
香
取
坐
伊

波
比
主
命
、
枚
岡
坐
天
之
子
八
根
命
、
比
売
神
、
四
柱
能
皇
神

等
能
広
前
仁
白
久
、
大
神
等
能
乞
賜
比能
任
尓
、
春
日
能
三
笠
山
能
下
津

石
根
尓
宮
柱
広
知
立
、
高
天
原
尓
千
木
高
知
弖
、
天
乃
御
蔭
日
乃
御

蔭
止
定
奉
弖
、
貢
流
神
宝
者
、
御
鏡
、
御
横
刀
、
御
弓
、
御
桙
、

御
馬
尓
備
奉
理
、
御
服
波
明
多
閉
、
照
多
閉
、
和
多
閉
、
荒
多
閉

尓
仕
奉
弖
、
四
方
国
能
献
礼留
御
調
能
荷
前
取
並
弖
、
青
海
原
乃
物
者
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波
多
能
広
物
、
波
多
能
狭
物
、
奥
藻
葉
、
辺
藻
葉
、
山
野
物
者

甘
菜
、
辛
菜
尓
至
麻弖
、
御
酒
者
甕
上
高
知
、
甕
腹
満
並
弖
、
雑
物

乎
如
二
横
山
一
積
置
弖
、
神
主
尓
某
官
位
姓
名
乎
定
弖
献
流
宇
豆
乃
大

幣
帛
乎
、
安
幣
帛
乃
足
幣
帛
登
平
久
安
久
聞
看
登
、
皇
大
御
神
等
乎

称
辞
竟
奉
久登
白
、

　

こ
の
祝
詞
に
は
、「
た
て
ま
つ
る
神
宝
は
、
御
鏡
・
御
横
刀
・
御

弓
・
御
桙
・
御
馬
を
備
へ
奉
り
」
と
、
鏡
や
横
刀
な
ど
の
神
宝
を
奉

る
旨
を
表
す
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
『
延
喜
式
』
祝
詞
の
中
に
は
、
祈
年
祭
祝
詞
の
よ
う
に
、
人
に
対

し
て
宣
読
す
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
春
日
祭
祝
詞
に
つ
い
て
は
、

毎
年
二
月
・
十
一
月
の
春
日
祭
に
お
い
て
、
神
社
の
神
に
対
し
て
奏

上
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
祝
詞
は
、
春
日
祭

の
実
態
が
直
接
的
か
つ
具
体
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、

検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
祝
詞
が
事
実
を
反
映
し
て
い
な
い
恐
れ
も
多
分
に
あ

り
、
祝
詞
の
内
容
を
盲
目
的
に
採
用
し
て
論
は
進
め
ら
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
先
に
掲
げ
た
祝
詞
の
、
神
宝
に
関
す
る
文
言
の
裏
付
け
を
取

り
た
い
。

　

ま
ず
は
、
次
の
『
延
喜
式
』
四
時
祭
の
春
日
祭
祭
神
料
に
関
す
る

条
文
（
（
（

を
見
る
と
、
祝
詞
に
記
さ
れ
た
神
宝
の
類
が
何
も
記
さ
れ
て
い

な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
同
式
の
祭
神
料
の
記
載
は
、
毎
年
春
秋

の
恒
例
祭
祀
に
、
そ
れ
ら
が
神
祇
に
奉
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る

よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
神
宝
が
な
い
と
な
る
と
、
年
二
回
の

祭
祀
に
お
い
て
神
宝
が
奉
ら
れ
な
い
。
と
い
う
仮
定
が
で
き
る
。

春
日
神
四
座
祭

祭
神
料

安
芸
木
綿
大
一
斤
、
絁
七
尺
、
調
布
二
丈
三
尺
、
已
上
官
物
、

神
祇
官
所
レ

請
、曝

布
一
端
八
尺
、
商
布
十
二
段
、
筥
八
合
、
已
上
封
物
、

内
膳
司
所
レ

請
、
稲
六
束
、

神
祇
官

所
レ

送
、米
、
糯
米
各
三
斗
、
大
豆
、
小
豆
各
五
升
、
已
上
大
炊

寮
所
レ

送
、
酒
一

石
五
斗
、
用
二

社

醸
酒
一

、塩
五
升
、
鰒
、
堅
魚
、
烏
賊
、
平
魚
、
海
藻
各

六
斤
、
腊
十
二
斤
、
鮨
三
斗
、
雑
菓
子
二
斗
、
橘
子
一
斗
、
韓

竈
四
具
、
由
加
二
口
、
叩
盆
四
口
、
盆
六
口
、
堝
十
口
、
洗
盤

六
口
、
片
盤
、
片
坏
、
各
卌
口
、
窪
坏
廿
口
、
椀
形
卅
口
、
酒

盞
八
口
、　
加

レ

台
、水
桶
二
口
、
折
櫃
四
合
、
匏
四
柄
、
杓
二
柄
、
箕

一
枚
、
籮
一
口
、
槲
二
俵
、
置
簀
四
枚
、
食
薦
十
枚
、
已
上
大
膳

職
所
レ

送
、

　
『
延
喜
式
』
四
時
祭
で
定
め
ら
れ
た
春
日
祭
の
料
物
に
は
、
こ
の

ほ
か
に
も
、
散
祭
料
・
解
除
料
・
飾
神
殿
料
・
醸
神
酒
并
駈
使
等
食

料
・
醸
神
酒
解
除
料
・
醸
神
酒
竈
祭
料
・
斎
服
料
と
雑
給
料
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
祝
詞
の
神
宝
に
関
す
る
品
の
拠
出
は
な
い
。

特
に
、
項
目
だ
け
か
ら
す
れ
ば
一
見
関
係
の
あ
り
そ
う
な
飾
神
殿
料

だ
が
、飾

二
神
殿
一
料

五
色
薄
絁
各
二
丈
四
尺
、
絁
四
尺
、
綿
一
屯
、
木
綿
八
斤
、
麻

一
斤
、
已
上
官
物
、

神
祇
官
所
レ

請
、黒
葛
十
斤
、
檜
榑
一
村
、
已
上
木
工

寮
所
レ

送
、琴
緒
料
糸
六
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両
、
神
祇
官

所
レ

送
、

以
上
の
通
り
、
祝
詞
に
あ
る
神
宝
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
品
の

直
接
的
な
記
述
は
な
い
。

　

春
日
祭
に
当
た
っ
て
は
、
天
皇
の
内
意
を
反
映
し
て
、
内
蔵
寮
か

ら
も
幣
帛
が
拠
出
さ
れ
る
。『
延
喜
式
』
四
時
祭
に
記
載
が
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
れ
ば
、『
延
喜
式
』
内
蔵
寮
の
、
祭
神
の
た
め
の
幣
帛

に
関
す
る
条
文
に
、
神
宝
が
存
在
す
る
と
も
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
、

念
の
た
め
確
認
す
る
と
、
予
備
の
幣
帛
で
あ
る
儲
の
幣
も
含
め
て
、

神
宝
と
み
な
せ
る
品
は
存
在
し
な
い
（
（
（

。

春
日
祭

五
色
薄
絁
各
二
丈
四
尺
、
安
芸
木
綿
大
八
斤
、
糸
四
絇
、
曝
布

四
端
、
麻
小
八
斤
、
裹
料
商
布
二
段
一
丈
七
尺
、
葉
薦
一
枚
、

付
木
四
枝
、
明
櫃
二
合
、
加
二

筥
形
、
朸
一、

已
上
官
物
、

使
儲
幣
、
五
色
帛
各
一
丈
五
尺
、
安
芸
木
綿
大
一
斤
、
麻
小
一

斤
、
紙
卅
張
、
付
木
二
枝
、
巾
料
洗
布
一
丈
三
尺
、
已
上
寮
物
、

　
『
延
喜
式
』
か
ら
は
、
春
日
祭
の
た
び
に
神
宝
が
調
製
・
奉
献
さ

れ
な
い
可
能
性
が
了
解
で
き
た
。
し
か
し
、
神
宝
を
記
載
し
な
い
と

い
う
、
暗
黙
の
決
ま
り
ご
と
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
で
今
度
は
、
ほ
か
の
祭
祀
と
比
較
す
る
。『
延
喜
式
』

祝
詞
の
、
広
瀬
大
忌
祭
・
龍
田
風
神
祭
の
祝
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
、
神
宝

と
銘
打
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
楯
や
戈
と
い
っ
た
武
器
を
奉
る
旨
を

表
し
て
い
る
。
以
下
が
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
。

（
広
瀬
大
忌
祭
）

奉
流

宇
豆
能

幣
帛
者
、
御
服
、
明
妙
、
照
妙
、
和
妙
、
荒
妙
、

五
色
物
、
楯
、
戈
、
御
馬
、
御
酒
者
𤭖
能
閉
高
知
、
𤭖
能
腹
満

双
弖
、
和
稲
、
荒
稲
尓
、
山
尓
住
物
者
毛
能
和
支
物
、
毛
能
荒
支
物
、

大
野
能
原
尓
生
物
者
甘
菜
、
辛
菜
、
青
海
原
尓
住
物
者
鰭
能
広
支
物
、

鰭
能
狭
支
物
、
奥
津
藻
葉
、
辺
津
藻
葉
尓
至
万弖
置
足
弖
奉
久登
、

（
龍
田
風
神
祭
）

奉
宇
豆
乃
幣
帛
者
、
比
古
神
尓
御
服
、
明
妙
、
照
妙
、
和
妙
、

荒
妙
、
五
色
物
、
楯
、
戈
、
御
馬
尓
、
御
鞍
具
弖
、
品
品
能
幣
帛

献
、

　

春
日
祭
と
同
様
に
、
祝
詞
と
『
延
喜
式
』
四
時
祭
と
の
対
応
関
係

を
見
る
と
、
同
式
大
忌
祭
条
に
は
、
楯
一
枚
が
料
物
と
し
て
明
記
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
戈
に
つ
い
て
は
、
大
忌
・
風
神
両
祭
と
も
料
物

の
鉄
で
作
っ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
（
（

。
風
神
祭
の
楯
は

不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
春
日
祭
祝
詞
に
お
い
て
神
宝
と
さ

れ
、
毎
年
奉
ら
れ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
品
で
あ
っ
て
も
、
別
の
祭
祀

で
は
、
毎
年
奉
ら
れ
る
と
定
ま
っ
て
い
た
事
実
は
揺
る
が
な
い
（
（
（

。

（
ろ
）
春
日
社
に
対
す
る
神
宝
奉
献
の
実
例

　

そ
れ
で
は
、
再
度
春
日
社
に
対
象
を
絞
り
、
少
し
別
の
角
度
か
ら

も
考
え
る
。
実
際
に
春
日
社
へ
の
神
宝
奉
献
が
な
さ
れ
た
事
例
と
し

て
、『
文
徳
実
録
』
の
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
の
記
事
を
取
り
上
げ
た
い
（
（
（

。
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亦
遣
二
参
議
藤
原
朝
臣
助
向
春
日
大
神
社
一、
策
命
曰
、
天
皇
我

詔
旨
止
、
大
神
乃
広
前
尓
申
賜
倍止
申
久
、
皇
大
神
乃
厚
護
尓
依
天之
、
天

日
嗣
乃
高
御
座
尓波
、
平
介久
即
賜
止
奈
毛

所
レ
念
行
須
、
因
レ
茲
天
、
先
先
尓

禱
申
賜
比之
御
冠
止
為
天
奈
毛

、
建
御
賀
豆
智
命
、
伊
波
比
主
命
二
柱
乃

大
神
乎波
正
一
位
尓
、
天
児
屋
根
命
乎波
従
一
位
尓
、
比
売
神
乎波
正
四
位

上
尓
、
上
奉
利
崇
奉
留
状
乎
、
神
財
乎
令
二
捧
持
一
天
奉
出
須
、
此
状
乎

聞
食
天
、
益
益
尓
天
皇
朝
庭
乎
堅
磐
尓
常
磐
尓
幸
倍
奉
賜
比
、
天
下

平
安
尓
護
賜
比
助
賜
倍止
、
恐
見
恐
見毛
申
賜
波
久
止

申
、

　

同
書
に
ひ
か
れ
た
前
の
策
命
に
は
、
文
徳
天
皇
の
即
位
を
春
日
社

の
神
の
厚
き
護
り
の
た
め
と
し
て
、
朝
廷
守
護
、
天
下
泰
平
の
目
的

で
神
階
を
奉
授
す
る
に
あ
た
り
、「
神
財
を
捧
持
せ
し
め
て
奉
り
出
」

し
た
と
あ
る
。
直
接
的
に
は
、
こ
の
場
合
の
「
神
財
」、
す
な
わ
ち

神
宝
は
、
い
わ
ば
神
階
の
添
え
物
の
よ
う
な
扱
い
だ
が
、
春
日
社
が

天
皇
の
母
系
に
連
な
る
藤
原
氏
の
氏
神
を
ま
つ
っ
て
お
り
、
何
よ
り

こ
の
時
、
建
御
賀
豆
智
命
・
伊
波
比
主
命
の
両
神
に
奉
ら
れ
た
神
階

は
極
位
正
一
位
で
あ
る
（
（
（

。
神
宝
を
特
別
な
奉
献
品
と
位
置
づ
け
る
、

朝
廷
の
認
識
が
窺
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
嘉
祥
三
年
に
奉
献
さ
れ
た
神
宝
が
、
春
日
祭
祝
詞
の

神
宝
と
関
連
す
る
と
は
考
え
難
い
。
策
命
に
「
天
つ
日
嗣
の
高
御
座

に
は
平
ら
け
く
即
き
賜
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
神
宝
奉
献

の
契
機
は
、
文
徳
天
皇
の
即
位
に
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
春
日
社
の

奉
献
と
前
後
し
て
、
具
体
的
な
願
意
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、
山
城

賀
茂
社
、
摂
津
住
吉
社
、
紀
伊
国
日
前
・
国
懸
両
社
（
（
（

に
対
し
て
、
相

次
い
で
神
宝
の
奉
献
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
嘉
祥
三

年
の
事
例
は
、
あ
く
ま
で
天
皇
即
位
を
契
機
と
し
た
臨
時
の
対
応
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

春
日
社
に
対
す
る
神
宝
奉
献
に
つ
い
て
は
、
六
国
史
に
こ
れ
以
外

の
記
事
が
な
い
。
そ
も
そ
も
、
春
日
祭
祝
詞
は
恒
例
祭
祀
の
祝
詞
で

あ
り
、
専
ら
朝
廷
の
限
定
的
な
事
情
に
よ
る
神
宝
奉
献
は
、
そ
こ
に

は
反
映
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
は
）
春
日
社
の
神
宝
奉
献
の
契
機

　

以
上
の
よ
う
に
、
春
日
社
に
お
け
る
神
宝
に
つ
い
て
は
不
明
な
点

が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
で
は
、
春
日
祭
祝
詞
の
神
宝
に
対
す
る
言
及

は
、
現
実
で
は
な
く
、「
気
持
ち
」
を
表
現
し
た
だ
け
の
、
単
な
る

美
辞
麗
句
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
を
明
確
に
す
べ
く
、
改
め
て

春
日
祭
祝
詞
の
神
宝
の
部
分
の
前
後
の
文
脈
に
注
目
し
読
み
下
す
と
、

大
神
等
の
乞
ひ
賜
ひ
の
ま
に
ま
に
、
春
日
の
三
笠
山
の
下
つ
石

根
に
宮
柱
広
知
り
立
て
、
高
天
原
に
千
木
高
知
り
て
、
天
の
御

蔭
・
日
の
御
蔭
と
定
め
奉
り
て
、
貢
る
神
宝
は
御
鏡
・
御
横

刀
・
御
弓
・
御
桙
・
御
馬
に
備
へ
奉
り
、
御
服
は
明
た
へ
、
照

た
へ
、
和
た
へ
、
荒
た
へ
に
仕
へ
奉
り
て
、

以
上
の
通
り
で
あ
る
。
神
宝
に
先
立
つ
部
分
で
は
、
神
意
に
よ
り
、

地
面
の
岩
に
太
い
柱
を
立
て
、
屋
根
の
千
木
を
高
く
し
た
こ
と
が
述
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べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
社
殿
を
作
っ
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
先
述
し
た
神
宝
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

馬
は
さ
て
お
い
て
、
こ
の
後
は
、「
御
服
は
明
た
へ
、
照
た
へ
、
和

た
へ
、
荒
た
へ
に
仕
へ
奉
り
て
」
と
あ
る
。
か
な
り
抽
象
的
だ
が
、

祝
詞
独
特
の
い
い
回
し
と
解
釈
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、『
延
喜
式
』
四

時
祭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
布
類
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
区
別
は
祭
祀
の
段
取
り
か
ら
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

貞
観
年
間
（
八
五
九
～
七
七
）
成
立
と
さ
れ
る
『
儀
式
』
が
そ
れ
を

示
し
て
い
る
（
（（
（

。

祭
日
平
旦
、
神
祇
官
人
率
二
物
忌
童
女
一、
掃
二

-

除
神
殿
内
一、
神

部
等
装
二

-

飾
神
殿
一、
以
二
神
宝
一
立
二
殿
頭
及
垣
辺
一、
所
司
供
張

如
レ
常
、

　

引
用
し
た
部
分
は
、
神
殿
の
掃
除
や
装
飾
に
続
い
て
、
神
宝
を
社

殿
の
前
や
垣
の
近
辺
に
立
て
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
箇
所
は
祭
祀
を
行
う
前
の
動
き
に
関
す
る
部
分
で
あ
り
、
祭
祀

の
核
心
、
す
な
わ
ち
、
大
臣
以
下
が
着
座
し
、
幣
帛
・
神
饌
が
神
前

で
奉
献
す
る
規
定
が
存
在
す
る
の
は
、
こ
の
後
で
あ
る
。
神
宝
に
対

す
る
扱
い
は
、
祝
詞
で
も
『
延
喜
式
』
四
時
祭
で
も
登
場
す
る
布
や

食
品
と
は
、
全
く
別
だ
と
理
解
で
き
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
、
改
め
て
春
日
祭
祝
詞
を
確
認
す
る
と
、
神
宝
を

布
や
神
饌
と
同
種
の
品
と
し
て
読
み
取
る
よ
り
も
、
神
宝
に
つ
い
て

触
れ
ら
れ
た
「
た
て
ま
つ
る
神
宝
は
」
よ
り
前
の
表
現
に
関
心
を
向

け
る
必
要
性
を
指
摘
で
き
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
部
分

は
社
殿
の
建
築
に
つ
い
て
触
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
殿
と

神
宝
が
、
一
定
の
共
通
性
の
も
と
に
祝
詞
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
実

態
と
し
て
も
、
両
者
の
間
に
は
関
連
性
が
あ
る
も
の
と
想
定
で
き
る
。

　

と
な
る
と
、
伊
勢
大
神
宮
に
限
ら
ず
、
春
日
社
に
お
い
て
も
社
殿

作
り
と
神
宝
奉
献
が
対
に
な
る
可
能
性
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
、
神
宝
奉
献
は
、
伊
勢
大
神
宮
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
社
一
般

に
お
い
て
も
社
殿
作
り
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
が

次
の
史
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。

天
皇
我
詔
旨
度
、
掛
畏
岐
石
清
水
尓
坐
八
幡
大
菩
薩
乃
広
前
尓
申
給

止
申
久
、
新
宮
構
造
天波
楯
、
桙
及
種
々
神
財
可
二
奉
出
一、
而
神
財
波

且
奉
出
己止
畢
太利
、
楯
、
桙
并
御
鞍
等
乎
奈
毛

怠
利
介
留

、
此
乎
今
造
飾
天
、

礼
代
大
幣
帛
乎
令
二
捧
持
一
天
、
使
木
工
権
助
従
五
位
下
和
気
朝

臣
彜
範
差
天
奉
出
給
布
、

　

右
は
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
の
、
石
清
水
宮
に
対
す
る
神
財
奉
献

を
示
す
六
国
史
の
記
事
で
あ
る
（
（（
（

。
こ
こ
の
告
文
の
前
半
に
あ
る
、

「
新
宮
構
へ
造
り
て
は
、
楯
、
桙
及
び
種
々
神
財
奉
り
出
だ
す
べ
し
」

と
い
う
部
分
は
、
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献
と
を
一
体
と
し
て
見
る
、

朝
廷
の
基
本
的
な
考
え
を
表
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
一
般
論

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
石
清
水
宮
に
も
神
財
を
奉
っ
た
の
だ
、
と
明

確
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

石
清
水
宮
の
社
殿
修
造
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
六
国
史
か
ら
は
こ
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れ
以
上
明
確
に
は
把
握
で
き
な
い
。
た
だ
、
同
宮
の
創
建
に
つ
い
て

触
れ
る
『
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
縁
起
』
は
、
貞
観
元
年
（
八
五

九
）
の
創
建
時
、
勅
使
が
社
地
を
実
検
点
定
し
、
そ
の
上
で
宣
旨
に

よ
り
、
木
工
寮
が
御
殿
六
宇
の
材
木
支
度
等
を
勘
申
し
、
木
工
権
允

橘
良
基
が
社
殿
を
作
っ
た
と
し
て
い
る
（
（（
（

。
詳
細
な
部
分
ま
で
実
態
と

符
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
断
定
し
が
た
い
が
、
同
縁
起
は
、
朝
廷

が
直
接
修
造
に
か
か
わ
っ
た
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ

ろ
、
朝
廷
が
実
質
的
に
神
社
を
修
造
す
る
こ
と
は
原
則
で
は
な
い
（
（（
（

。

そ
れ
を
あ
え
て
な
し
た
と
な
る
と
、
朝
廷
が
同
宮
に
対
し
特
別
な
意

識
を
有
し
て
い
た
一
つ
の
証
左
と
な
る
。

　

こ
の
縁
起
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
先
の
貞
観
七
年
の
石
清
水
宮
へ

の
告
文
に
注
意
す
る
と
、
社
殿
作
り
に
連
な
る
神
宝
奉
献
も
ま
た
、

特
別
な
営
為
で
あ
る
と
、
朝
廷
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
と

分
か
る
。

　

最
後
に
春
日
祭
の
話
題
に
戻
し
て
、
ひ
と
ま
ず
の
し
め
く
く
り
を

し
た
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
わ
ざ
わ
ざ
朝
廷
が
実
質
的
に
携
わ
る
決

ま
り
が
な
く
、
他
方
で
毎
年
の
祭
祀
で
な
さ
れ
る
で
も
な
い
社
殿
作

り
の
描
写
が
、
春
日
祭
祝
詞
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
社
殿
作
り
が
、
何
よ
り
春
日
祭
と
い
う
祭
祀
に
お
い
て
、
願

意
を
神
祇
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
の
、
特
別
な
奉
仕
で
あ
っ
た

事
実
を
物
語
っ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
神
宝
を
奉
献

す
る
と
い
う
営
み
に
つ
い
て
も
、
一
般
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
と
春
日
祭
祝
詞
に
お
け
る
神
宝
は
、
社
殿
作
り

と
対
を
な
す
格
別
な
奉
献
に
よ
り
、
神
社
に
備
え
ら
れ
、
祭
祀
の
た

び
に
、
そ
の
場
に
な
ら
べ
ら
れ
た
品
と
指
摘
で
き
る
（
（（
（

。

　

な
お
、
春
日
社
の
社
殿
作
り
や
神
宝
奉
献
の
契
機
を
明
確
に
す
る

こ
と
は
困
難
だ
が
、
祝
詞
に
盛
り
込
ま
れ
た
事
情
を
考
慮
す
る
限
り
、

春
日
祭
開
始
に
伴
う
時
期
、
具
体
的
に
は
、
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
琴

が
作
ら
れ
た
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
ご
ろ
で
あ
ろ
う
（
（（
（

。

二
、
平
野
祭
祝
詞
か
ら
見
る
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献

（
い
）
平
野
祭
の
祝
詞
か
ら
み
る
祭
祀
の
実
態

　

春
日
祭
の
よ
う
な
事
例
は
、『
延
喜
式
祝
詞
』
に
載
録
さ
れ
た
ほ

か
の
神
社
の
ま
つ
り
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
春

日
社
と
同
様
、
天
皇
の
母
系
氏
神
を
ま
つ
る
平
野
祭
に
つ
い
て
取
り

上
げ
た
い
。

　
『
延
喜
式
』
祝
詞
に
載
る
平
野
祭
の
祝
詞
は
、
社
で
ま
つ
ら
れ
る

今
木
神
に
対
す
る
平
野
祭
祝
詞
と
、
久
度
・
古
開
の
諸
神
へ
の
久
度

古
開
祝
詞
と
の
二
本
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ

同
内
容
で
あ
る
ば
か
り
か
、
春
日
祭
祝
詞
と
も
類
似
し
、
祝
詞
を
見

る
限
り
、
祭
祀
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
品
な
ど
に
つ
い
て
も
、
春
日

祭
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
種
あ
る

祝
詞
の
相
違
に
ま
で
は
、
本
稿
で
は
関
心
を
払
う
必
要
は
な
い
と
考
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え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
祝
詞
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。
平
野

祭
・
久
度
古
開
の
祝
詞
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
分
で
、

神
意
に
よ
り
社
殿
を
作
り
、
そ
の
後
、
弓
を
は
じ
め
と
め
す
る
神
宝

を
引
き
並
べ
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。
大
き
な
流
れ
は
春
日
祭
祝
詞

と
変
わ
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
社
殿
修
造
と
神
財
の
話
題
の
間
に
は
、
春
日
祭
祝
詞
に

な
い
表
現
が
あ
る
。
双
方
の
祝
詞
と
も
、
選
定
さ
れ
た
神
主
の
存
在

を
述
べ
た
直
後
に
、「
た
て
ま
つ
る
神
財
は
御
弓
・
御
太
刀
・
御
鏡
・

鈴
・
衣
笠
・
御
馬
を
引
き
並
べ
て
」
と
続
け
て
い
る
。
神
主
の
名
を

名
乗
る
祝
詞
の
表
現
自
体
は
、
春
日
祭
祝
詞
も
冒
頭
に
あ
る
な
ど
、

平
野
祭
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
春
日
祭
祝
詞
と
違
い
平
野
祭

の
祝
詞
は
、
今
木
神
に
せ
よ
久
度
・
古
開
両
神
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
神
主
が
神
宝
を
奉
る
と
い
う
文
脈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
以
上
、
神
宝
も
春
秋
二
回
の
平
野
祭
の
都
度
、
新
た
に
調
製
し

て
奉
っ
て
い
る
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

（
平
野
祭
祝
詞
）

皇
太
御
神
乃
乞
志
給
能
麻
尓
麻
尓
、
此
所
能
底
津
石
根
尓
宮
柱
広
敷
立
、

高
天
乃
原
乃
千
木
髙
知
弖
、
天
能
御
蔭
日
能
御
蔭
登
定
奉
弖
、
神
主
尓

神
祇
某
官
位
姓
名
定
弖
進
流
神
財
波
御
弓
、
御
太
刀
、
御
鏡
、
鈴
、

衣
笠
、
御
馬
乎
引
並
弖
、

（
久
度
古
開
祝
詞
）

皇
御
神
能
乞
比
給
万
比
之

任
尓
、
此
所
能
底
津
石
根
尓
宮
柱
広
敷
立
、
高

天
能
原
仁
千
木
髙
知
弖
、
天
能
御
蔭
日
能
御
蔭
止
定
奉
弖
、
神
主
尓
其

官
位
姓
名
定
弖
進
流
神
財
波
御
弓
、
御
太
刀
、
御
鏡
、
鈴
、
衣
笠
、

御
馬
乎
引
並
弖
、

　

だ
が
、
平
野
祭
の
祝
詞
の
表
現
は
、
両
者
と
も
奉
献
の
明
確
な
時

間
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
過
去
に
神
社
に
奉
献
し

た
神
宝
を
祭
祀
の
場
で
並
べ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。『
儀
式
』

の
「
平
野
祭
」
の
箇
所
も
、
春
日
祭
の
よ
う
に
事
前
に
神
宝
を
準
備

す
る
旨
の
記
述
も
な
く
、
し
か
も
、
祭
祀
の
時
に
奉
献
す
る
よ
う
に

も
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
平
野
祭
祝
詞
を
勘
案
す
る
と
、

や
は
り
春
日
祭
と
同
様
の
神
宝
の
取
り
扱
い
だ
っ
た
可
能
性
が
想
起

さ
れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、『
延
喜
式
』
四
時
祭
の
内
容
が
興
味
を
引
く
が
、

料
物
が
な
い
点
は
、
や
は
り
春
日
祭
と
通
ず
る
（
（（
（

。

五
色
帛
三
丈
二
尺
、
絹
三
丈
二
尺
、
倭
文
一
丈
六
尺
、
糸
四
絇
、

綿
四
屯
、
木
綿
、
麻
各
十
六
斤
、
裹
レ

幣
料
布
三
丈
二
尺
、

已
上
幣
料
、
米
四
斗
、
糯
米
四
斗
、
大
小
豆
各
一
斗
、
油
一
斗
三
升
、

雑
料

通
用
、
鰒
、
堅
魚
、
海
藻
各
廿
四
斤
、
腊
四
斗
、
塩
一
斗
六
升
、

折
櫃
十
六
合
、
壷
、
酒
坏
各
廿
四
口
、
備
二

酒
台
一

、
瓫
、
堝
各
十
六
口
、

由
加
、
缶
各
四
口
、
韓
竈
八
具
、
匏
十
六
柄
、
食
薦
廿
枚
、
柏

一
百
六
十
把
、
八
足
案
四
脚
、
檜
榑
八
村
、
薪
九
担
、
輿
籠
三

脚
、
覆
、
敷
料
曝
布
五
端
二
尺
、
懸
二
燈
料
一
綿
三
屯
、
酒
五
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斗
三
升
三
合
、
調
布
二
端
、
已
上
祭

神
料
、

（
ろ
）
平
野
社
の
社
地
の
担
い
手

　

平
野
祭
の
場
合
は
、
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
る
平
野
社
の
環
境
整
備

に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
た
い
。
同
祭
は
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）

に
は
執
り
行
わ
れ
て
い
る
が
（
（（
（

、
そ
れ
以
前
の
状
況
は
は
っ
き
り
し
な

い
。
さ
ら
に
、
平
野
社
の
創
建
に
か
か
わ
る
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
も
、

六
国
史
か
ら
明
確
に
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
、
貞
観
十
四
年
（
八

七
二
）
の
太
政
官
符
（
（（
（

に
は
、
同
社
の
い
わ
ゆ
る
神
職
で
あ
る
預
を
務

め
た
卜
部
宿
祢
平
麻
呂
の
解
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
旧
記
に

基
づ
く
神
社
草
創
期
の
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

延
暦
年
中
立
二
件
社
一
之
日
、
点
二

-

定
四
至
一
奏
聞
既
訖
、
而
社

預
等
不
レ
詳
二
事
意
一、
無
レ
領
二
此
地
一、　

　

前
半
部
は
「
延
暦
年
中
件
の
社
を
立
つ
日
、
四
至
を
点
定
し
奏
聞

既
に
訖
ん
ぬ
」
と
読
め
る
。
す
な
わ
ち
、
延
暦
年
間
（
七
八
二
～
八

〇
六
）
に
社
を
立
て
た
時
、
そ
の
境
内
の
四
至
を
点
定
し
、
そ
れ
を

朝
廷
に
奏
聞
し
た
と
し
て
い
る
（
（（
（

。

　

こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
点
定
奏
聞
に
伴
う
神
職
の
反
応
の
あ
る
、

前
記
引
用
の
後
半
部
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
社
の
預
等
事
の
意
詳

ら
か
な
ら
ず
。
此
の
地
を
領
す
る
こ
と
無
し
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

神
社
を
管
理
す
る
立
場
に
あ
っ
た
預
等
が
、
社
地
の
画
定
に
つ
い
て

の
詳
細
を
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ
の
後
解
は
、
承
和
五
年
（
八

三
八
）
以
降
に
社
地
が
分
割
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
記
す
。
こ
れ
以
降
、

平
野
社
神
職
は
社
地
の
置
か
れ
た
状
況
を
理
解
し
て
い
た
と
見
ら
れ

る
が
、
対
し
て
そ
れ
以
前
の
神
職
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
し
め
る
事
情
が
存
在
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
る
。

　

こ
れ
は
逆
に
、
延
暦
年
間
の
社
地
の
確
定
に
、
朝
廷
が
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
事
実
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
朝
廷
主
導
で
社
地
を
整
備

し
て
い
れ
ば
、
預
ら
が
、
自
ら
の
把
握
す
る
べ
き
神
社
の
社
地
の
置

か
れ
た
実
情
を
承
知
し
て
い
な
い
不
自
然
さ
も
、
十
分
理
解
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
述
べ
た
よ
う
な
朝
廷
と
神
社
と
の
か
か
わ
り
か
ら
想
起
さ
れ
る

の
は
、
平
野
社
で
ま
つ
ら
れ
る
神
が
、
桓
武
天
皇
の
母
系
の
氏
神
で

あ
り
、
草
創
期
に
在
位
し
た
天
皇
の
身
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
桓
武
朝
に
お
い
て
、
平
野
社
で
ま
つ
ら
れ

る
神
祇
の
筆
頭
で
あ
る
、
今
木
神
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
事
実
は
、

延
暦
元
年
（
七
八
二
）
の
、「
田
村
後
宮
今
木
大
神
を
従
四
位
上
に
叙

す
」
と
い
う
、『
続
日
本
紀
』
の
記
事
（
（（
（

か
ら
も
そ
れ
は
分
か
る
。
後

宮
と
い
う
、
桓
武
天
皇
の
身
に
密
接
に
か
か
わ
り
う
る
空
間
に
お
い

て
、
神
祇
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
朝
廷
が

実
質
的
な
関
与
の
も
と
で
今
木
神
を
ま
つ
る
仕
組
み
が
、
平
城
京
に

都
が
あ
っ
た
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
状
況
が
導
き
出
せ
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る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
神
を
ま
つ
る
平
野
社
の
創
立
に
も
、
朝
廷

が
実
質
的
に
関
与
し
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
諸
点
を
小
括
す
る
。
春
日
社
と
違
い
平
野
社
は
、
延
暦
年

間
に
納
め
ら
れ
た
神
宝
と
み
な
せ
る
品
の
記
載
が
、
六
国
史
か
ら
も

『
儀
式
』
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
祝
詞
そ
の
も
の
も
春

日
祭
と
平
野
祭
と
の
共
通
点
が
著
し
く
、
仮
に
春
日
祭
祝
詞
を
引
き

写
し
た
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
平
野
祭
祝
詞
の
社
殿
・

神
宝
の
表
現
が
「
気
持
ち
」
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
今
指
摘
し
た
社
地
確
定
に
ま
つ
わ
る
朝
廷
の
関
与
は
、
平
野

社
に
対
し
て
朝
廷
が
、
天
皇
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
極
め
て
深
い
神

を
ま
つ
る
が
故
の
、
直
接
的
な
対
応
の
表
れ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

朝
廷
に
よ
る
神
祇
へ
の
対
応
と
し
て
、
祝
詞
に
あ
る
よ
う
な
社
殿
作

り
と
、
そ
れ
と
対
を
な
す
神
宝
の
奉
献
が
、
平
野
祭
が
執
り
行
わ
れ

は
じ
め
た
時
期
に
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
と
め

　

春
日
・
平
野
両
祭
の
祝
詞
に
見
ら
れ
る
社
殿
作
り
は
、
や
や
と
も

す
れ
ば
、
朝
廷
に
よ
る
数
あ
る
神
祇
へ
の
対
応
の
一
種
に
過
ぎ
な
い

よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
が
、
基
本

的
に
神
社
修
造
は
、
祭
祀
に
奉
仕
す
る
立
場
の
人
々
が
そ
の
実
質
を

担
う
。
少
な
く
と
も
春
日
祭
や
平
野
祭
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
奈

良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
た
時
代
に
お
い
て
は
、
朝

廷
が
か
か
わ
る
形
で
の
社
殿
作
り
は
、
担
い
手
で
あ
る
朝
廷
の
、
神

社
に
対
す
る
格
別
な
対
応
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
本
来
的
に
は
単
独

で
な
し
え
る
神
宝
奉
献
も
、
こ
の
場
合
は
社
殿
作
り
に
付
帯
し
て
お

り
、
格
別
な
神
祇
へ
の
奉
献
品
で
あ
る
点
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
祝

詞
で
畳
語
や
対
句
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
布
や
神
饌
な
ど
も
祭
祀
に
お
い
て
は
重
要
な
奉
献
品
だ
が
、
こ

れ
ら
と
比
較
す
る
と
、
社
殿
作
り
と
神
宝
奉
献
が
、
別
次
元
の
神
祇

へ
の
意
識
の
具
体
化
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

逆
を
い
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
社
殿
作
り
や
そ
れ
と
関
連
す

る
神
宝
奉
献
が
、
祭
祀
を
執
り
行
う
前
提
の
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら

れ
る
が
、
神
社
修
造
の
原
則
論
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
恒
常
的
な
社

殿
整
備
や
神
宝
調
製
の
仕
組
み
を
伴
わ
な
い
、
他
の
恒
例
祭
祀
の
段

取
り
を
勘
案
し
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
春
日
・
平
野
両
祭
の
祝
詞
に
あ
る
社
殿
作
り
・
神
宝
奉

献
の
言
葉
が
、
朝
廷
の
神
社
祭
祀
の
形
を
典
型
的
に
示
し
た
も
の
と

は
い
い
が
た
い
。

　

社
殿
作
り
な
ど
を
つ
き
つ
め
て
、
祭
祀
の
場
の
環
境
整
備
と
見
る

の
は
た
や
す
い
が
、
朝
廷
に
と
っ
て
そ
れ
は
不
可
欠
な
営
為
で
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
意
義
を
知
る
に
は
、
直
ち
に
祭
祀
と
関
係
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
の
奉
仕
と
し
て
、
具
体
的
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
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註（1
）　

加
瀬
「
古
代
朝
廷
と
神
宝
と
の
関
係
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學

伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
四
、
平
成
二
十
四
年

（
二
〇
一
二
）。

（
2
）　
『
延
喜
式
』
巻
八
神
祇
八
祝
詞
、
春
日
祭
条
。
な
お
、
本
稿
の
論

旨
と
は
離
れ
る
が
、
氏
の
特
質
を
論
ず
る
た
め
に
専
ら
春
日
祭
祝

詞
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
は
、
義
江
明
子
氏
の
論
考
が
あ
る
。

義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十

一
年
（
一
九
八
六
）。
ま
た
、
春
日
祭
祝
詞
な
ど
を
、
実
際
に
奉

ら
れ
る
幣
帛
と
対
応
さ
せ
、
そ
の
成
立
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て

三
宅
和
朗
『
古
代
国
家
の
神
祇
と
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
七

年
（
一
九
九
五
）
が
あ
る
。

（
3
）　
『
延
喜
式
』
巻
一
神
祇
一
四
時
祭
上
、
春
日
祭
条
。

（
4
）　
『
延
喜
式
』
巻
十
五
内
蔵
寮
、
春
日
祭
条
。

（
5
）　
『
延
喜
式
』
巻
一
四
時
祭
上
、
大
忌
祭
条
に
は
、
大
忌
祭
に
お
い

て
同
時
に
ま
つ
り
が
な
さ
れ
る
御
県
六
座
・
山
口
十
四
座
の
諸
神

の
た
め
の
料
物
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
槍
・
鋒
一
口
に

つ
い
て
は
、「
料
の
鉄
は
社
の
分
を
用
い
よ
」
と
あ
り
、
鉄
を
用

い
る
旨
の
補
足
が
あ
る
。
こ
れ
に
注
目
す
る
と
、
大
忌
・
風
神
両

祭
で
用
意
さ
れ
る
鉄
（
広
瀬
社
三
両
五
斤
・
龍
田
社
六
両
十
斤
）

で
、
戈
を
作
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。『
延
喜
式
』
に
定
め

ら
れ
た
祭
料
の
鉄
の
用
途
に
注
目
検
討
し
た
論
考
は
次
の
通
り
で

あ
る
。
西
宮
秀
紀
「『
延
喜
式
』
に
見
え
る
祭
料
に
関
す
る
一
考

察
」『
延
喜
式
研
究
』
一
九
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）、
笹
生

衛
「
古
墳
時
代
に
お
け
る
祭
具
の
再
検
討
」『
國
學
院
大
學
伝
統

文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
二
、
平
成
二
十
二
年
（
二

〇
一
〇
）。

（
6
）　

龍
田
風
神
祭
祝
詞
に
は
龍
田
社
の
比
売
神
に
対
し
て
、
金
の
麻

笥
・
金
の
椯
・
金
の
桛
を
奉
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
を
見
る
と
、
伊
勢
大
神
宮
の
造
替
の
際
に
も

神
宝
と
し
て
納
め
ら
れ
て
お
り
（『
延
喜
式
』
巻
四
伊
勢
大
神
宮
、

神
宝
条
）、
龍
田
社
の
比
古
神
や
広
瀬
社
に
対
す
る
武
器
と
同
列

に
扱
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、『
延
喜
式
』
巻
一
四

時
祭
上
、
風
神
祭
条
に
、「
多
多
利
一
枚
、
麻
笥
一
合
、
加
世
比

一
枚
已
上
三
物

並
金
塗
、
」
と
あ
り
、
毎
年
の
祭
料
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
春
日
祭
に
お
け
る
神
宝
と
、
大
忌
・
風
神
両
祭
に
お
け

る
同
種
の
品
と
が
、
違
っ
た
扱
い
で
あ
っ
た
点
を
表
し
て
い
る
。

な
お
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）、
広
瀬
・
龍
田
両
社
に
神
宝
の
倉

が
造
立
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
七
月
二
十

六
日
条
）。
恒
例
祭
祀
以
外
で
の
神
宝
奉
献
は
、
龍
田
風
神
祭
祝

詞
に
あ
る
創
祀
の
い
き
さ
つ
か
ら
も
う
か
が
え
、
二
系
統
の
神
宝

が
そ
れ
ぞ
れ
祭
祀
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

（
7
）　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
九
月
己
丑
（
十
五
日
）
条
。

（
8
）　

嘉
祥
三
年
九
月
十
五
日
時
点
で
極
位
を
奉
ら
れ
て
い
る
神
は
、
一

品
を
奉
ら
れ
た
豊
前
宇
佐
八
幡
神
と
、
正
一
位
を
奉
ら
れ
た
山
城

賀
茂
御
祖
神
・
賀
茂
別
雷
神
し
か
確
認
で
き
な
い
。

（
9
）　

い
ず
れ
も
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
よ
る
。
賀
茂
社
が
嘉
祥
三

年
九
月
戊
子
（
十
四
日
）
条
、
住
吉
社
が
嘉
祥
三
年
九
月
乙
未

（
二
十
一
日
）
条
、
日
前
・
国
懸
両
社
が
嘉
祥
三
年
十
月
甲
子
（
二

十
日
）
条
。

（
10
）　
『
儀
式
』
巻
一
、
春
日
祭
儀
。

（
11
）　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
四
月
十
七
日
条
。

（
12
）　
『
朝
野
群
載
』
巻
十
六
仏
事
上
、
石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
略
縁
起
。

（
13
）　

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
神
社
修
造
に
関
す
る
朝
廷
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の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
加
瀬
「
奈
良
時
代
前
後
の
神
社
修
造
の
実

情
に
つ
い
て
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
三
―
一
一
、
平
成
二
十
四

年
（
二
〇
一
二
）、「
十
・
十
一
世
紀
前
半
の
七
道
諸
国
に
お
け
る

神
社
修
造
の
実
態
」『
神
道
宗
教
』
一
九
九
・
二
〇
〇
、
平
成
十

七
年
（
二
〇
〇
五
）。

（
14
）　

春
日
祭
祝
詞
は
、
大
原
野
祭
や
枚
岡
祭
に
も
倣
う
旨
が
規
定
さ
れ

て
い
る
（『
延
喜
式
』
巻
八
祝
詞
、
春
日
祭
条
）。
他
方
、
六
国
史

な
ど
か
ら
は
、
平
安
前
期
ま
で
の
間
に
お
け
る
山
城
大
原
野
社
・

河
内
枚
岡
社
に
お
け
る
社
殿
修
造
の
事
実
の
確
認
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
も
に
藤
原
氏
の
氏
神
の
社
で
あ
っ
た
り
、
内

蔵
寮
か
ら
の
幣
帛
を
奉
ら
れ
た
り
と
、
春
日
社
と
神
社
や
そ
の
祭

祀
の
性
格
が
共
通
す
る
点
を
踏
ま
え
る
と
、
大
原
野
・
平
岡
両
祭

の
開
始
の
時
点
で
、
朝
廷
が
そ
れ
ぞ
れ
社
殿
を
作
り
、
祭
祀
に
臨

ん
だ
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
、
神
宝
も
春
日
社
と
同
じ
く
、
社
殿

作
り
と
同
様
の
格
別
の
意
識
の
も
と
奉
献
さ
れ
た
品
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
15
）　

春
日
社
に
お
け
る
琴
の
存
在
と
、
そ
れ
が
神
護
景
雲
二
年
に
作
ら

れ
た
と
す
る
根
拠
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
八
月
二
十

六
日
条
。
琴
は
伊
勢
大
神
宮
で
は
神
宝
に
数
え
ら
れ
る
性
格
の
品

で
も
あ
る
が
（『
延
喜
式
』
巻
四
伊
勢
大
神
宮
、
神
宝
条
）、
岡
田

莊
司
氏
は
こ
れ
を
祭
祀
に
用
い
る
楽
器
で
あ
る
も
の
と
指
摘
し
、

春
日
祭
の
始
ま
り
を
こ
の
時
と
論
ず
る
。
岡
田
莊
司
『
平
安
時
代

の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）。

春
日
祭
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
の

太
政
官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
科
祓
事
、
延
暦
二
十
年
五
月

十
四
日
太
政
官
符
）
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
か
ら
朝
廷
関
与
の
も
と

で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
、
春
日
社
の

社
殿
成
立
の
契
機
に
つ
い
て
、
神
護
景
雲
二
年
説
を
画
期
と
す
る

論
考
と
し
て
、
宮
地
直
一
「
春
日
神
社
の
成
立
」『
神
道
論
攷
』
一
、

古
今
書
院
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）、
西
田
長
男
「
春
日
大

社
の
創
立
」
大
場
磐
雄
編
『
神
道
考
古
学
講
座
』
六
、
雄
山
閣
出

版
、
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）、
岡
田
前
掲
書
。

（
16
）　
『
延
喜
式
』
巻
一
四
時
祭
上
、
平
野
祭
条
。

（
17
）　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
科
祓
事
、
延
暦
二
十
年
五
月
十
四
日
太
政

官
符
。

（
18
）　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
神
社
事
、
貞
観
十
四
年
十
二
月
十
五
日
太

政
官
符
。

（
19
）　

平
野
社
の
社
地
確
定
の
下
限
は
「
平
野
祭
」
と
明
記
さ
れ
た
太
政

官
符
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
科
祓
事
、
延
暦
二
十
年
五
月
十
四

日
太
政
官
符
）
の
存
在
か
ら
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
の
間
で

あ
る
。
平
安
遷
都
か
ら
こ
の
時
点
ま
で
の
創
建
時
期
と
す
る
説
と

し
て
、
岡
田
前
掲
（
15
）。

（
20
）　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
十
一
月
丁
酉
（
十
九
日
）
条
。
な
お
、

平
野
祭
で
ま
つ
ら
れ
る
久
度
神
に
対
し
て
も
、
延
暦
二
年
（
七
八

三
）
に
官
社
に
な
っ
て
お
り
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
二
年
十
二
月

丁
巳
（
十
五
日
）
条
）、
朝
廷
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
た
と
評
価

で
き
る
。

（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
准
教
授
）


